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外
務
省
と
あ
る
特
定
の
国
会
議
員
と
の
関
係
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
が
外
務
政
務
次
官
（
当
時
）
の
任
に
就
い
た
一
九
九
〇
年
か
ら
、
国
務
大
臣
北
海
道
・
沖
縄
開
発

庁
長
官
（
当
時
）
、
内
閣
官
房
副
長
官
等
を
経
て
、
自
民
党
総
務
局
長
（
当
時
）
を
務
め
た
二
〇
〇
一
年
の
間
に
、
外
務
省

幹
部
が
同
議
員
に
対
し
、
省
益
並
び
に
国
益
の
為
、
各
種
外
務
省
予
算
の
獲
得
等
の
陳
情
、
要
請
を
し
た
事
例
は
あ
る
か
。

二

一
で
、
あ
る
の
な
ら
、
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
に
陳
情
、
要
請
し
た
外
務
省
幹
部
の
官
職
氏
名
、
陳
情
、
要
請
し
た
予
算

項
目
等
の
内
容
等
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

三

二
〇
〇
一
年
一
月
よ
り
、
中
央
省
庁
再
編
に
伴
い
我
が
国
の
中
央
省
庁
が
一
府
十
二
省
庁
と
さ
れ
た
が
、
右
の
中
央
省
庁

再
編
の
際
、
外
務
省
に
対
し
て
も
、
名
称
を
「
外
政
省
」
と
す
る
こ
と
や
、
各
局
、
部
、
課
の
削
減
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
予
算
の
三
十

％
削
減
等
の
再
編
案
が
出
さ
れ
た
と
承
知
す
る
。
右
の
再
編
案
を
阻
止
す
べ
く
、
外
務
省
幹
部
が
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
に

陳
情
、
要
請
を
し
た
と
い
う
事
実
は
あ
る
か
。

四

三
で
、
あ
る
の
な
ら
、
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
に
陳
情
、
要
請
を
し
た
外
務
省
幹
部
の
官
職
氏
名
や
相
談
内
容
等
、
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

五

二
〇
〇
二
年
、
監
察
査
察
担
当
の
外
務
省
参
与
で
あ
り
、
元
最
高
裁
判
所
判
事
の
園
部
逸
夫
氏
を
長
と
し
て
外
務
省
と
国

一



会
議
員
の
関
係
に
つ
い
て
調
査
が
行
わ
れ
、
同
年
三
月
四
日
付
で
当
時
の
川
口
順
子
外
務
大
臣
に
、
当
該
調
査
の
結
果
を
ま

と
め
た
文
書
（
以
下
、
「
園
部
レ
ポ
ー
ト
」
と
い
う
。
）
が
提
出
さ
れ
た
。
「
園
部
レ
ポ
ー
ト
」
で
は
、
「
調
査
の
結
果
、

国
会
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
『
国
後
島
緊
急
避
難
所
兼
宿
泊
施
設
建
設
工
事
』
に
加
え
、
今
回
『
国
後
島
桟
橋
改
修
工

事
』
に
つ
い
て
、
入
札
参
加
資
格
の
決
定
過
程
に
お
い
て
、
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
と
外
務
省
関
係
部
局
と
の
間
で
、
細
部

に
わ
た
る
や
り
と
り
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
異

例
の
こ
と
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
」
と
、
外
務
省
と
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
と
の
間
に
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
不
適
切
で
異
常
な
関
係
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
一
と
三
で
挙
げ
た
外
務
省
側
か
ら
の
鈴
木
宗
男
衆
議
院

議
員
へ
の
陳
情
、
要
請
は
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
外
務
省
の
認
識
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


